
福井県告示第２７号

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条の規定により指定施術機関から辞退
の届出があったので、同法第５５条の３の規定により、次のとおり告示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２８号

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事
業者を指定したので、同法第７８条の規定により、次のとおり公示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
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福井県告示第２９号

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項に規定する指定介護予防サービ
ス事業者を指定したので、同法第１１５条の１０の規定により、次のとおり公示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第３０号

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項に規定する指定居宅サービス事
業の廃止届出があったので、同法第７８条の規定により、次のとおり公示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第３１号

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項に規定する指定介護予防
サービス事業の廃止届出があったので、同法第１１５条の１０の規定により、次のとおり
公示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
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名称

事業所

短期入所生活介護センタ
ーこうの

福井県南条郡南越前町河野
29-5-621871900252 社会福祉法人町屋福祉会 令和7年12月1日 短期入所生活介護

所在地
事業者の名称 指定年月日 サービスの種類

番号

名称

事業所

短期入所生活介護センタ
ーこうの

福井県南条郡南越前町河野
29-5-621871900252 社会福祉法人町屋福祉会 令和7年12月1日 介護予防短期入所

生活介護

所在地
事業者の名称 指定年月日 サービスの種類

番号

名称

事業所

訪問看護ステーション
いまだて 福井県越前市粟田部町33-11860390135 一般社団法人今立中央病院 令和7年12月15日 訪問看護

所在地
事業者の名称

廃止届出
受理年月日

令和8年1月1日

廃止日 サービスの種類
番号



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第３２号

　令和８年１月１日付けで、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第
１項に規定する医師を指定したので、身体障害者福祉法施行細則（昭和３４年福井県規則
第６１号）第７条の規定により、次のとおり公示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第３３号

　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の指定を受けた医師が
その指定を辞退したので、身体障害者福祉法施行細則（昭和３４年福井県規則第６１号）
第７条の規定により、次のとおり告示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第３４号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２
３号）第５９条第１項の規定により指定自立支援医療機関を指定したので、同法第６９条
の規定により、次のとおり公示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
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名称

事業所

訪問看護ステーション
いまだて 福井県越前市粟田部町33-11860390135 一般社団法人今立中央病院 令和7年12月15日 介護予防訪問看護

所在地
事業者の名称

廃止届出
受理年月日

令和8年1月1日

廃止日 サービスの種類
番号

眼科
整形外科
神経内科
整形外科、内科

1
2
3
4

御手洗　慶一
小坂　正裕
山口　智久
海透　優太

わかば眼科クリニック
医療法人　中瀬整形外科医院
福井大学医学部附属病院
独立行政法人　地域医療機能推進機構　若狭高浜病院

敦賀市若葉町3丁目104
坂井市丸岡町里丸岡1-40
吉田郡永平寺町松岡下合月第23号3番地
大飯郡高浜町宮崎87-14-2

診療科目 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地

外科 前田 敏樹 杉田玄白記念公立小浜病院 小浜市大手町2-2
診療科目 医師の氏名 医療機関の名称 所在地



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第３５号

　救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第１条第１項の規定に基づき、
消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条第９項の救急業務に係る医療機関を認定した
ので、同令第２条第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　区分　救急診療所
２　名称　医療法人芳泉会　芳野医院
３　所在地　勝山市長山町１丁目３番１号
４　認定年月日　令和８年１月１６日
５　認定の有効期間
　　自　令和８年２月１日
　　至　令和１１年１月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第３６号

　救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第１条第１項の規定に基づき、
消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条第９項の救急業務に係る医療機関を認定した
ので、同令第２条第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
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担当する
自立支援
医療の種類
精神通院
医療
精神通院
医療
精神通院
医療

南越前町国民健康
保険　今庄診療所
V・drug 福井南
四ツ居薬局
クスリのアオキ
志比口薬局

南条郡南越前町今庄８４-２４-１

福井市南四ツ居１丁目１０番３６号

福井市志比口３丁目１番７号

南越前町長　仲倉　典克

中部薬品株式会社

株式会社クスリのアオキ

南越前町長　仲倉　典克

代表取締役　佐口　弥

代表取締役　青木　宏憲

令和７年１２月１日

令和７年１２月１日

令和７年１２月１日

南条郡南越前町東大道２９-１

岐阜県多治見市高根町４丁目２９番地

石川県白山市松本町２５１２番地

名称 所在地 開設者氏名または名称 代表者 開設者住所 指定日

１

２

救急病院

救急病院

自　令和　８年２月　１日
至　令和１１年１月３１日
自　令和　８年２月　１日
至　令和１１年１月３１日

越前町国民健康保険織田病院

社会医療法人　財団　中村病院

丹生郡越前町織田106-44-1

越前市天王町4-28

区分 名称 認定の有効期間所在地



福井県告示第３７号

　漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船
損害等補償法（昭和２７年法律第２８号。以下「法」という。）第１１２条第１項の規定
による同意を求めようとする発起人から次のとおり届出を受けたので、同令第５条第３項
の規定により公示するとともに、当該届出に係る指定漁船調書を縦覧に供する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村保博
１　届出事項
　⑴　発起人の住所および氏名
　　　あわら市北潟２５７－７－３
　　　竹田　幸男
　　　あわら市北潟１５１－６９－２
　　　辻下　義雄
　　　あわら市北潟２５７－６－１
　　　佐藤　肇
　⑵　加入区
　　　北潟加入区
　⑶　法第１１３条第１項の申出をする漁業協同組合の名称
　　　北潟漁業協同組合
２　指定漁船調書の縦覧
　⑴　縦覧期間
　　　令和８年１月２７日から令和８年２月１０日まで
　⑵　縦覧場所
　　　あわら市北潟１７－８
　　　北潟漁業協同組合事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第３８号

　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
　　三方郡美浜町菅浜１３４号黒藤尻１の２１、１の２２
２　保安林として指定された目的
　　魚つき
３　変更後の指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木が所在する市町に係る市町
　　　村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度　
　　　次のとおりとする。
　　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び美浜町役場に備え置い
　　て縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第３９号

　一般県道丸岡川西線の下記区間において、迂回路の撤去に伴い、道路の区域を変更した
ので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のとおり公
示する。
　なお、これを表示した図面は、福井県庁および三国土木事務所において、令和８年１月
２７日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４０号

　一般県道今庄杉津線の下記区間において、河川災害復旧事業による県道付替工事の竣工
に伴い、道路の区域を変更したので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１
項の規定により、次のとおり公示する。
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道
路
種
類

路
線
名

新
旧
別

区　間
幅員

（単位 :  
ﾒｰﾄﾙ）

延長
（単位 :  
ﾒｰﾄﾙ）

新

旧

旧

丸
岡
川
西
線

一
般
県
道

坂井市丸岡町舟寄９字仏具田
１４番から
坂井市丸岡町舟寄１字堂ノ前
３４番まで
坂井市丸岡町舟寄９字仏具田
１４番から
坂井市丸岡町舟寄１字堂ノ前
３４番まで
坂井市丸岡町舟寄９字仏具田
１１番４から
坂井市丸岡町舟寄１字堂ノ前
１９番まで

11.9
～
13.3

11.9
～
13.3

9.0
～
22.3

69.5

69.5

47.9



　なお、これを表示した図面は、福井県庁および丹南土木事務所において、令和８年１月
２７日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第４１号

　一般県道今庄杉津線の下記区間において、河川災害復旧事業による県道付替工事の竣工
に伴い、道路の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２
項の規定により、次のとおり公示する。
　なお、これを表示した図面は、福井県庁および丹南土木事務所において、令和８年１月
２７日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博

　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定による大規模小
売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により公告する。
　なお、大規模小売店舗を設置する者がその周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項
について意見を有する者は、同法第８条第２項の規定により、この公告の日から４月以内
に、福井県に対し意見書の提出によりこれを述べることができる。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博　
１　大規模小売店舗の名称および所在地
　　クスリのアオキ北横地店
　　坂井市丸岡町北横地４６字堂歩８番１　ほか
２　大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては代
　表者の氏名
　　株式会社クスリのアオキ　　　　
　　代表取締役　青木　宏憲
　　石川県白山市松本町２５１２番地
３　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名または名称および住所ならびに法人に
　あっては代表者の氏名
　　株式会社クスリのアオキ
　　代表取締役　青木　宏憲　　　　　　
　　石川県白山市松本町２５１２番地
４　大規模小売店舗の新設をする日
　　令和８年９月３０日
５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計
　　１，２９７㎡
６　駐車場の収容台数　　　　　　４９台
７　駐輪場の収容台数　　　　　　１２台
８　荷さばき施設の面積　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　①５６㎡
　　　　　　　　　　　　　　　②１５㎡
９　廃棄物等の保管施設の容量　６．２㎥
１０　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻および閉店時刻
　　　開店時刻　　　　　　午前９時００分
　　　閉店時刻　　　　　翌午前０時００分
１１　来客が駐車場を利用することができる時間帯　　　　　　　　　　　　　　
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公　　　　　告

道
路
種
類

路
線
名

供用開始の区間 供用開始の期日

今
庄
杉
津
線

一
般
国
道

南条郡南越前町南今庄４
１字岩鏡１２６番から
南条郡南越前町南今庄４
１字岩鏡１２２番２まで

令和８年
１月２７日

道
路
種
類

路
線
名

新
旧
別

区　間
幅員

（単位 :  
ﾒｰﾄﾙ）

延長
（単位 :  
ﾒｰﾄﾙ）

新

旧

今
庄
杉
津
線

一
般
県
道

南条郡南越前町南今庄４
７字六角谷１３８番から
南条郡南越前町南今庄４
１字岩鏡１２５番まで
南条郡南越前町南今庄４
７字六角谷１３８番から
南条郡南越前町南今庄４
１字岩鏡１２５番まで

6.8
～
20.9

8.5
～
22.6

312.5

312.5



　・景観法及び敦賀市景観条例に基づき、計画区域内における届出対象行為に該当するた
　　め、景観計画区域内行為届出書を提出すること（提出済）。また、行為が完了した場
　　合は景観計画区域内行為完了届出書を提出すること。
　・敦賀市土地利用調整条例に規定する開発事業の協議に必要となる手続きを遵守するこ
　　と。
　・都市計画区域内にて５，０００㎡以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法に基
　　づく土地売買等届出書の提出を行うこと。
　・水環境保全対策を実施しているため、地下水を利用した消雪設備を設置しないこと。
　・工事の時間帯については、地元の同意を得て行うこと。また、地域住民から苦情が寄
　　せられたときは迅速に対応し、原因究明及び対策を講じる等の適切な処理を行うこと
　　。
　・車両、荷捌き、運搬作業等による騒音の発生防止に努めること。
　・搬入、搬出車両等のエンジン停止に努め、騒音及び排気ガスの軽減に努めること。
　・廃棄物の処理については、関係法令を遵守するとともに、廃棄物の飛散を防止するた
　　め随時清掃を行うなど、周辺環境の美化に努めること。
　・管理地に廃棄物が投棄されないよう適切に管理するとともに、投棄された場合は、管
　　理者の責任において適正処理を行うこと。
　・給水装置工事の施工は、敦賀市水道事業給水条例第７条第１項の規定に基づき敦賀市
　　指定給水装置工事事業者で施工すること。
　・敦賀市水道事業給水条例施行規則に基づく「市の修繕区間」は、配水管から分岐した
　　直後に設置した仕切弁までとなる。
　・取出した給水管及びメータボックス等の給水装置は土地所有者（事業者）の財産とな
　　る。日頃から点検管理すること。
　・駐車場の出入口に面する国道８号線の交通量の増加が見込まれ、混雑が予想されるた
　　め、安全上の配慮をすること。
　・駐車場の設置に関して、福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例第２１条
　　の規定に基づき、敦賀警察署長より、防犯上の意見を求めること。
　・事業所から発生する事業系一般廃棄物を自ら運搬する場合は、敦賀市清掃センター（
　　櫛川８８－１－２）へ直接持ち込むこと。（但し、事業系向けの処理手数料の支払い
　　が必要）
　・他者へ収集運搬を委託する場合は、敦賀市の一般廃棄物収集運搬業許可業者と直接契
　　約すること。（なお、町内会で管理するごみ集積所（ごみステーション）に搬出する
　　ことはできないため、ご注意ください。）
４　聴取した意見の縦覧場所
　⑴　福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　⑵　敦賀市中央町２丁目１番１号

　　　午前８時３０分から翌午前０時３０分まで
１２　駐車場の自動車の出入口の数　２箇所
１３　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　　午前６時００分から午後１０時００分まで
１４　届出のあった日
　　　令和７年１２月２４日
１５　届出の縦覧場所
　⑴　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　⑵　福井県坂井市坂井町下新庄１－１
　　　坂井市産業政策部商工労政課
１６　届出の縦覧期間および縦覧できる時間帯
　　　縦覧期間
　　　公告の日から４月間
　　　縦覧できる時間帯
　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末、
　　年始を除く）
１７　意見書の提出先
　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第８条第１項の規定により敦賀市か
ら意見を聴取したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　大規模小売店舗の名称および所在地
　　（仮称）ラ・ムー敦賀店
　　敦賀市衣掛町４３１番　ほか
２　大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては代
　表者の氏名
　　大黒天物産株式会社
　　代表取締役　大賀　昌彦
　　岡山県倉敷市西中新田２９７番地１
３　聴取した意見の概要
　　敦賀市
　・屋外広告物の設置を行う場合は、福井県屋外広告物条例に定める設置基準に適合する
　　ものとして設置を行い、許可を要する場合は、許可申請書の提出を行うこと。
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　　　敦賀市産業経済部商工貿易振興課
　⑶　敦賀市中央町１丁目７－４２
　　　敦賀合同庁舎内
　　　二州会計室
５　聴取した意見の縦覧期間および縦覧できる時間帯
　⑴　縦覧期間
　　　公告の日から１月間
　⑵　縦覧できる時間帯
　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし土曜日、日曜日、祝休日を除く）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３３条の規
定により通知する次の者については、その所在が不分明なので、同法第１８９条の規定に
より、次のとおり公告する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　所在の不分明な者の氏名
　　土井幅四郎右ヱ門、長岡ふさ子、幅下美智恵、古川文男
２　通知の要旨
　⑴　官報による農林水産省告示にて保安林の指定施業要件が変更されたこと。
　⑵　変更に係る保安林の所在場所および変更後の指定施業要件については、令和７年１
　　１月５日農林水産省告示第１６６８号による。
３　掲示場所
　　福井県庁および大野市役所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の規
定により通知する次の者については、その所在が不分明なので、同法第１８９条の規定に
より、次のとおり公告する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　所在の不分明な者の氏名
　　中川長蔵、東栄蔵、滝川儀孝、西保博、辻常吉、杉田興平、萩原春太郎
２　通知の要旨
　⑴　官報による農林水産省告示にて保安林の指定施業要件が変更されたこと。
　⑵　変更に係る保安林の所在場所および変更後の指定施業要件については、令和７年１
　　１月５日農林水産省告示第１６６２号による。
３　掲示場所
　　福井県庁およびおおい町役場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の規
定により通知する次の者については、その所在が不分明なので、同法第１８９条の規定に
より、次のとおり公告する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　所在の不分明な者の氏名
　　高岡弥三吉
２　通知の要旨
　⑴　農林水産大臣から、保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった
　　こと。
　⑵　変更に係る保安林の所在場所および変更後の指定施業要件については、令和７年１
　　１月４日福井県告示第４３６号による。
３　掲示場所
　　福井県庁および坂井市役所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０条第１項の規定に基づき、テクノ
ポート福井第三地区土地区画整理事業の事業計画の変更を認可したので、同条第３項の規
定において準用する同法第９条第３項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
１　施行者の名称および住所
　　テクノポート福井第三地区土地区画整理事業
　　同意施行者　福井県知事職務代理者　福井県副知事　中村　保博
　　福井市大手３丁目１７番１号
２　事業施行期間
　　平成３１年４月１６日から令和１０年３月３１日まで
３　施行地区
　　【第１工区】
　　坂井市三国町米納津４９字浜割の一部
　　【第２工区】
　　坂井市三国町黒目２３字上不動割、２５字上釡屋割および２７字浜割の各一部ならび
　に米納津４９字浜割の一部
４　事務所の所在地
　　福井市大手３丁目１７番１号
５　施行認可の年月日
　　平成３１年４月１６日
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６　変更認可の年月日
　　令和８年１月２７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可した開発行
為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により、次のとおり公告する
。
　　令和８年１月２７日
　　　　　　福井県福井土木事務所長　廣部　雄一
１　開発区域または工区に含まれる地域の名称
　　吉田郡永平寺町松岡松ヶ原３丁目３０６番、３０７番、３１１番、３１２番、３１３
　番
２　開発許可を受けた者の住所および氏名
　　福井県福井市上北野１丁目７番７号
　　永森建設株式会社
　　代表取締役　永森　幹朗
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発行人　〒910-8580　福井県福井市大手3丁目17番1号　福　井　県


